
２０２３年度事業計画 

Ⅰ．事業方針 

昨年の世界経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種等の対策が推進

され、行動制限の緩和等が進んだことにより、徐々に需要と供給の両面で回復傾向を辿

ってきました。一方、ウクライナ情勢の経済活動への影響懸念や高インフレ抑制のため

の米国の金利上昇により景気の回復ペースが鈍化しています。

日本経済の先行きについては、with コロナの新たな段階への移行が進められる中、各

種政策の効果もあり、景気が持ち直していくことが期待されますが、世界的な金融引締

めが続く中で海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、物価

上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分な注意が必要とみられてい

ます。

施策面では、「新しい資本主義」即ち、国家間の競争に勝ち抜くために、労働コスト

や生産コストの安さのみを求めて市場に任せるだけでなく、官と民が連携し、重要物資

や重要技術を守り、強靱なサプライチェーンを維持し、気候変動問題や格差など、これ

までの経済システムが生み出した負の側面である様々な社会課題を乗り越えるための経

済モデルの構築が進められています。

地方圏に目を移しますと、地方移住希望者の増加、コロナ禍に対応したリモートワー

クによるデュアルライフやワーケーション等の関係人口増加や働き方改革進展など、一

定の地方回帰の動きも見られるものの、2022 年には東京への一極集中が再び強まる等、

地域によっては人口減少・過疎化が深刻さを増し、将来、都市機能やコミュニティを維

持できなくなるとの懸念が、ほくとう地域でも一層顕在化しています。

政府は、新しい資本主義を実現するための成長戦略の柱の一つとして、地方からデジ

タルの力で地域の社会課題を解決していく「デジタル田園都市国家構想」やコロナ禍に

より存続の危機が顕在化した地方公共交通のリデザインの実施等の戦略に基づく地方創

生を着実に実施していくこととしており、更に今後は with コロナ下でのインバウンド

需要の回復期待もありますが、インフレ懸念、エネルギーコストの高止まり、原材料高

等が 2023 年度の地域経済にどのような影響を与え続けるか、未だ予断を許さない状況

となっています。

また、東日本大震災の発生から 12 年が経過し、今後は、将来にわたり震災の記憶と

教訓を伝え続けること、被災地での地域企業が自らによる事業再生や新たな創業によ

り、地域の人々が未来創造に向け着実に歩みを進めていくことが今まで以上に求められ

ます。

こうした中、ほくとう総研は、昨年 4 月に創立 30 周年を迎えましたが、引き続き



（株）日本政策投資銀行および（一財）日本経済研究所をはじめとする DBJ グループ

各社等と連携し、ほくとう地域の自立的かつ持続可能な発展に寄与すべく、人と人、団

体と団体、更には大学と大学が出合い、情報や知見が行き交うネットワークを構築する

ためのプラットフォームとなることを目指し活動します。

公益事業においては、質の高い情報発信を継続し、他機関や学識経験者と連携した自

主研究を引き続き実施し、ほくとう地域の持続可能な発展に向けた「地域の真の豊か

さ」を探って参ります。また、地域活性化連携支援事業においては、昨年までの 10 年

間の実績と課題を踏まえ、地域の課題解決への先進的な取り組みや新進の若手研究者な

どへの助成に重点を置き、ほくとう地域の活性化に資する取り組みを引き続き支援して

まいります。

収益事業においては、ほくとう総研が培ってきた知見・ノウハウを発揮できる分野を

中心にあらゆる資源を投入し、クライアントに評価される受託調査等を行ってまいりま

す。

ほくとう総研の財政運営は、債券市場における超低金利が継続する状況下、基本財産

運用収入の大幅な減少により厳しさを増しております。しかしながら、こうした厳しい

時代であるからこそ、公益事業・収益事業の着実な実施により真に地域に貢献できる存

在、地域の次の豊かさや幸せの形を探ることのできる存在でありたいと考えておりま

す。

Ⅱ．事業活動 

１． 公益事業 

公益事業全般への取り組み方針として、ほくとう総研の設立母体である DBJ グループ

の中期経営計画における GRIT戦略が、地域において目指す分野に対し重点的に取り組ん

でまいります。 

（１）地域活性化連携支援事業

ほくとう総研と同趣旨の目的で活動する団体や研究者等が実施する事業に対して、

資金助成を行います。

単なる資金供給にとどまらず、事業の実施に必要となる情報提供やネットワークづ

くりも視野に事業を支援してまいります。

昨年度までの 10 年間の実績及び課題の総括を踏まえ、研究者個人に対しては１件あ

たり 50 万円、団体に対しては１件あたり 100 万円を上限として助成します。これまで

の助成先の新たな事業に対しても助成を検討してまいります。 

（２）調査研究事業

（共同研究）

2018 年度から 2019 年度にかけて、（公財）はまなす財団と連携して実施した共同研

究「地域経営研究会～持続する地域を目指して～」での研究実績を踏まえ、2020 年度

に立ち上げた「地域経営研究会～地域企業の可能性～」を引き続き開催します。2022



年度は創立 30 周年記念事業の一環として、シンポジウム形式で参加者を一般に広く公

開し地域資源を有効活用したビジネスの成功要因と課題等について議論を進めました。 
2023 年度は、地域のエネルギー、歴史・文化、農水産物、建築物等の地域資源や地

域人財を活かした特徴ある地域づくりと、地域課題の解決策を「地域経営」という視点

で捉え、そのキープレイヤーとなる地域企業について、先進事例調査等により、地域資

源の有効活用、イノベーション・創業（スタートアップ）、人材育成という切り口から

経営のあるべき姿、方向性、持続可能な地域経営を可能とする地域のエコシステム等を

研究します。効果的な研究会運営を図るとともに、調査研究成果の広域的発信に努めま

す。 

（企業研究） 

経済や社会の変動に対応し、人的資源やネットワークを活かしながら成長を続ける

企業経営者等に対する取材を行います。

（３）情報発信事業

（機関誌の充実と活用）

機関誌「ＮＥＴＴ」を、年 4 回発行します。 
引き続き時代の半歩先を行く特集テーマを設定し、企業経営者インタビューの実施、

新進の研究者、先導的企業からの寄稿を得て、地域の未来とこれからの経済・企業経営・

社会がわかる充実した内容となるよう努めます。加えて地域における斬新な取り組み、

地道な取り組みを取り上げ全国へ広報、読者の拡大を図ります。出捐者、ほくとう地域

の大学、経済団体、地方自治体など「ＮＥＴＴ」送付先の方々が手にとって読みたくな

る情報を盛り込み、役に立つ機関誌を目指します。

  （講演会の開催） 

（株）日本政策投資銀行および(一財)日本経済研究所と連携して毎年度開催してい

る講演会については、コロナ禍により 2020 年度は見合わせ、2021 年度も新潟のみ開

催となりましたが、2022 年度は札幌、新潟、八戸、秋田、山形など主要都市での開催

に漕ぎつけました。2023 年度は引き続き主要都市での開催を目指します。 

２．収益事業(受託調査事業) 

（株）日本政策投資銀行をはじめ関係機関と連携しながら、ほくとう総研が培って

きた情報・知見、ネットワークを活かせる調査の受託に注力します。

Ⅲ．資金運用 

財産の安全かつ適正で効率的な運用に努めてまいります。

低迷する長期金利の影響により、ほくとう総研の主な運用先である長期債の利回りは

低下しており、基本財産受取利息は近年大きく減少しています。

運用適状資金について 2023 年度は債券市場の動向を注視しつつ、国債、地方債、社



債等Ａ－(マイナス)相当以上の格付の円建債券等により効率的な運用を行ってまいりま

す。その際、運用資産のうち償還年限が 10 年を超える債券での運用が 3 割弱を占める

現状や最近の金利動向を踏まえ、償還年限 10 年以内の運用を行います。また、事実上

の元本保証など資産価値の維持を図ることが可能と認められる場合に限り、債券以外で

の運用を資金運用規程に基づき検討し、理事会に諮ります。 

以 上
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